
一
　
は
じ
め
に

　
『
太
平
記
』
の
巻
三
十
五
「
北
野
詣
人
世
上
雑
談
事
」（
以
下
、
通
称
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
と
称
す
）
は
、『
太
平
記
』
後
半
部
に
当
た
り
、

室
町
幕
府
内
で
有
力
守
護
大
名
の
権
力
争
い
が
続
く
な
か
、
北
野
天
満
宮
で
通
夜
を
す
る
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
見
解
に
立
脚
し
、
乱
世

の
原
因
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
将
来
を
展
望
す
る
挿
話
で
あ
る
。
巻
二
十
七
「
雲
景
未
来
記
事
」
と
と
も
に
、『
太
平
記
』
を
特
徴
づ
け
る
政

治
批
評
記
事
と
し
て
注
目
さ
れ
た
こ
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
は
、
多
様
な
方
面
か
ら
の
読
み
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
本
文
に
現
れ

た
思
想
の
解
釈
や
挿
入
故
事
の
異
同
、
仁
木
義
長
の
没
落
譚
を
中
断
す
る
章
段
の
位
置
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
主
に
言
及
さ
れ
て
き
た
が
、

こ
こ
で
は
天
正
本
の
異
同
に
注
目
す
る
。
巻
二
十
二
を
欠
く
『
太
平
記
』
古
態
本
の
形
態
に
対
し
て
、
こ
れ
を
補
っ
た
後
出
本
の
形
態
を
持

つ
天
正
本
は
、
歴
史
的
な
事
実
に
基
づ
く
改
編
や
通
俗
的
な
記
事
の
増
補
な
ど
が
際
立
つ
一
方
、
南
朝
の
正
統
性
を
認
め
る
と
い
う
古
態
性

も
窺
え
る
伝
本
と
考
証
さ
れ
て
い
る

（
１
）。

成
立
し
て
ま
も
な
く
本
文
の
改
訂
が
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
『
太
平
記
』
の
諸
本
の
な
か
で
、
こ
う
し

た
特
異
な
本
文
を
持
つ
天
正
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
に
は
看
過
で
き
な
い
異
同
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
章
段
の
位
置
が
あ
げ
ら
れ
る
。
天
正

天
正
本
『
太
平
記
』
巻
三
十
八
「
政
道
雑
談
事
」
の
現
実
認
識

―
巻
三
十
五
以
降
の
考
察
を
通
し
て
―

李　
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本
は
章
段
が
巻
三
十
五
の
中
に
挟
ま
れ
る
諸
本
の
ご
と
き
配
置
を
と
ら
ず
、
巻
三
十
八
に
独
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
本
に
登
場
し
な
い
日

野
僧
正
頼
意
と
い
う
人
物
が
登
場
し
、
政
道
雑
談
を
聞
い
た
後
、「
懸
ル
乱
レ
ノ
世
ノ
間
モ
又
静
カ
ナ
ル
事
モ
ヤ
ト
憑
ヲ
残
ス
計
ニ
テ
」
と
悲

観
的
に
将
来
を
展
望
す
る
（
流
布
本
同
）。
諸
本
と
の
こ
う
し
た
違
い
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
が
働
い
て
い
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
天
正
本

巻
三
十
八
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
を
中
心
に
、
巻
三
十
五
以
降
の
改
編
意
識
を
考
察
す
る
。

二
　「
北
野
通
夜
物
語
」
を
め
ぐ
る
議
論

　

ま
ず
は
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
概
要
を
神
宮
徴
古
館
本
に
基
づ
き
ま
と
め
て
お
く

（
２
）。

足
利
尊
氏
の
死
後
、
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
十
二

月
に
征
夷
大
将
軍
に
就
任
し
た
足
利
義
詮
は
、
翌
年
宮
方
を
攻
め
、
龍
泉
城
・
平
石
城
等
の
南
軍
を
退
治
し
て
帰
洛
し
た
。
京
の
人
々
が
喜

ぶ
な
か
、
幕
府
の
諸
大
名
の
間
で
は
、
畠
山
道
誓
を
中
心
に
仁
木
義
長
の
誅
討
が
企
て
ら
れ
る
。
そ
れ
を
察
知
し
た
義
長
は
対
抗
し
た
が
、

ま
も
な
く
伊
勢
へ
落
ち
た
。
一
方
、
京
都
の
混
乱
を
聞
い
た
和
田
・
楠
ら
宮
方
が
蜂
起
し
、
混
乱
の
張
本
人
で
あ
る
道
誓
は
批
判
さ
れ
て
関

東
へ
下
向
し
た
。
宮
方
の
山
名
時
氏
も
義
長
の
降
参
、
宮
方
蜂
起
に
応
じ
て
、
赤
松
勢
を
攻
め
落
と
し
た
。
そ
の
頃
、
北
野
の
聖
廟
で
会
っ

た
三
人
の
人
物
、
す
な
わ
ち
、
も
と
武
士
の
遁
世
者
、
南
朝
に
仕
え
る
儒
者
の
雲
客
、
門
跡
寺
院
で
顕
密
を
修
行
し
た
法
師
は
、
今
の
世
の

乱
れ
の
原
因
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
主
題
で
、
以
下
の
よ
う
な
談
話
を
す
る
。

・
遁
世
者
…
…
本
朝
の
故
事
を
引
き
、
善
政
を
説
く

（
３
）。

・
雲
客
…
…
中
国
の
故
事
を
引
き
、
君
臣
の
道
理
を
説
く
。

・
法
師
の
解
説
…
…
天
竺
の
故
事
を
引
き
、
天
下
が
乱
れ
る
原
因
は
た
だ
因
果
業
報
に
よ
る
と
説
く
。

　

三
人
は
か
ら
か
ら
と
笑
っ
て
帰
り
、
語
り
手
（
天
正
本
・
流
布
本
で
は
頼
意
）
は
、「
是
以
案
す
る
に
、
此
る
乱
の
世
間
も
又
静
る
事
も
や

と
、
恃
し
く
そ
覚
け
る
」
と
、
乱
世
も
い
つ
か
は
静
ま
る
だ
ろ
う
と
期
待
を
示
し
て
章
段
を
結
ぶ
。
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諸
本
に
お
い
て
、
こ
の
三
人
の
政
道
雑
談
は
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
に
足
利
義
詮
が
帰
洛
し
た
以
降
、
幕
府
の
内
紛
と
そ
れ
を
機
に

発
生
し
た
宮
方
の
蜂
起
が
複
雑
に
展
開
し
て
い
く
な
か
で
な
さ
れ
た
も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
話
は
こ
の
よ
う
な
乱
世
の
現

実
を
論
じ
、
将
来
を
展
望
す
る
と
い
う
役
割
を
負
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
太
平
記
』
の
序
の
「
察
安
危
之
来
由
、
覆

而
無
外
天
之
徳
也
、
明
君
体
之
保
国
家
、
載
而
無
棄
地
之
道
也
、
良
臣
則
之
守
社
稷
」
に
示
す
徳
治
主
義
が
、
君
臣
の
道
理
に
基
づ
き
、
現

幕
府
政
権
と
宮
方
の
政
道
を
批
判
し
た
遁
世
者
・
雲
客
の
意
見
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
二
人
の
意
見
は
、
乱
世
の
原
因
を

因
果
業
報
の
道
理
に
求
め
る
法
師
の
言
説
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
結
論
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
語
り
手
は
将
来
に
対
す
る
楽
観
的
な
展
望
と

し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
本
の
結
語
に
関
す
る
議
論
の
基
盤
を
築
い
た
の
は
永
積
安
明
氏
で
あ
る
。
氏
は
、「
武
家
に
も
公
家
に

も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
仏
教
的
な
因
果
説
に
も
完
全
に
は
お
ち
つ
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
気
持
ち
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
が

（
４
）、

後
に
「『
太
平
記
』
作
者
が
、
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
内
乱
の
将
来
を
、
末
法
的
で
な
い
因
果
観
に
よ
っ
て
、

意
外
に
も
楽
観
的
に
展
望
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
い
う
論
に
転
換
し
た

（
５
）。

ま
た
、
長
谷
川
端
氏
は
こ
れ
を
「
現
実
を
直
視
す
る

こ
と
を
や
め
た
」
と
評
し

（
６
）、

中
西
達
治
氏
も
「
現
実
を
見
る
こ
と
を
拒
絶
」
し
た
と
し

（
７
）、

結
語
を
「
楽
観
的
」
な
展
望
と
し
て
批
判
的
に
読

ん
だ
。
一
方
、
小
秋
元
段
氏
は
本
章
段
を
読
み
直
し
、「
つ
ま
り
、
為
政
者
が
善
政
を
行
わ
な
く
て
も
、
政
権
が
い
か
に
無
力
無
能
で
あ
っ
て

も
、人
々
の
働
き
か
け
と
は
無
関
係
に
太
平
が
訪
れ
る
と
き
は
訪
れ
る
。法
師
の
言
が
こ
う
し
た
論
理
を
生
み
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

作
者
は
将
来
を
頼
も
し
く
思
え
る
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
も
皮
肉
で
あ
る
」
と
新
た
な
見
解
を
示
し
た

（
８
）。

　

天
正
本
で
は
、「
北
野
通
夜
物
語
」
が
巻
三
十
八
に
独
立
し
た
か
た
ち
で
置
か
れ
て
い
る
。
仁
木
義
長
の
没
落
譚
を
中
断
す
る
諸
本
の
「
北

野
通
夜
物
語
」
の
位
置
に
疑
問
を
提
示
し
た
長
坂
成
行
氏
は
、
天
正
本
の
「
自
伊
勢
進
宝
剣
事
付
黄
粱
夢
事
」
と
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
章

段
配
列
の
異
同
に
触
れ
、「
天
正
本
の
こ
の
傾
向
は
、
た
し
か
に
理
解
し
や
す
く
、
事
件
の
集
中
度
を
そ
ぐ
こ
と
が
な
い
」
と
し
て
、
天
正
本

の
配
列
は
物
語
の
理
解
に
効
果
的
で
あ
る
と
み
た

（
９
）。

ま
た
、
石
田
洵
氏
は
天
正
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
位
置
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
天

正
本
の
政
道
雑
談
に
は
「「
過
去
の
因
果
」
に
よ
り
、
批
判
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
現
実
を
、
む
し
ろ
積
極
的
に
肯
定
し
、
い
く
ら
か
で
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も
よ
い
「
果
」
を
待
と
う
と
す
る
、開
き
直
っ
た
姿
勢
が
見
ら
れ
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、「「
静
か
な
る
事
」
へ
の
期
待
に
は
現
実
的
な
根
拠
」

は
な
い
が
、実
際
、巻
三
十
八
の
時
期
に
は
、「
安
定
に
向
か
っ
て
見
え
る
現
実
が
背
景
に
あ
っ
た
」
と
論
じ
、「
巻
三
十
八
の
「
北
野
通
夜
物
語
」

が
「
う
ち
続
く
戦
乱
に
対
し
て
厭
戦
気
分
に
な
っ
て
い
る
同
時
代
の
人
、
作
者
、
そ
し
て
読
み
続
け
て
き
た
読
者
に
し
て
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ

る
第
三
部
の
後
半
に
な
れ
ば
、こ
の
「
政
道
雑
談
」
を
巻
三
十
五
に
収
め
て
も
、巻
三
十
八
を
割
り
当
て
て
も
、似
た
よ
う
な
認
識
が
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
道
義
的
に
問
題
を
多
く
抱
え
て
い
な
が
ら
も
天
下
の
内
乱
が
終
息
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
予
測
と
し
て
記
す
巻
三
十
五

と
、
認
識
し
な
が
ら
そ
の
後
を
期
待
す
る
巻
三
十
八
の
差
か
も
し
れ
な
い
」
と
結
論
づ
け
、「
予
測
」
と
「
そ
の
後
を
期
待
す
る
」
こ
と
に
そ

の
差
異
が
あ
る
と
論
じ
た）

（1
（

。
一
方
、大
坪
亮
介
氏
は
、日
野
僧
正
頼
意
が
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
「
聞
き
手
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

後
醍
醐
天
皇
の
霊
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し）

（（
（

、さ
ら
に
『
太
平
記
』
に
お
け
る
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
構
想
を
取
り
扱
う
な
か
で
、

「
天
正
本
で
は
巻
三
十
四
に
現
れ
た
怨
霊
が
現
実
世
界
で
幕
府
の
仁
木
・
細
川
・
畠
山
と
い
っ
た
幕
府
の
有
力
守
護
を
滅
ぼ
す
過
程
が
ま
ず
描

か
れ
る
。
そ
の
後
世
が
鎮
ま
る
こ
と
へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
た
「
北
野
通
夜
物
語
」
が
配
置
さ
れ
、
結
末
へ
と
向
か
う
。
つ
ま
り
天
正
本
で

は
怨
霊
の
計
画
→
発
動
→
「
北
野
通
夜
物
語
」
と
い
う
展
開
を
見
せ
て
お
り
、「
北
野
通
夜
物
語
」
は
怨
霊
発
動
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
機
能
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
」
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
巻
三
十
四
の
怨
霊
記
事
と
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
展
開
を
関
連
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る）

（1
（

。

　

だ
が
天
正
本
の
巻
三
十
八
と
い
う
位
置
の
異
同
と
と
も
に
、宮
方
の
人
物
で
あ
る
頼
意
が
登
場
し
、彼
の
発
言
に
よ
っ
て
「
北
野
通
夜
物
語
」

が
結
ば
れ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
い
ま
だ
疑
問
が
残
る
。
頼
意
は
果
た
し
て
石
田
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、「
天
下
の
内
乱
が
終
息
に
向
か
っ
て

い
る
と
認
識
し
な
が
ら
そ
の
後
を
期
待
」
し
、「
憑
み
を
残
し
て
」
帰
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
解
く
た
め
、
以
下
、
天
正
本

の
「
北
野
通
夜
物
語
」
に
い
た
る
ま
で
の
記
事
を
確
認
し
、
本
話
を
巻
三
十
八
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
や
頼
意
が
登
場
す
る
意
味
に
関
し
て
考

察
す
る
。
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三
　
天
正
本
巻
三
十
五
以
降
に
お
け
る
記
事
の
簡
略
化

　
〈
表
１
〉
は
、
神
宮
徴
古
館
本
と
天
正
本
の
巻
三
十
五
か
ら
巻
三
十
八
ま
で
を
対
照
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
各
章
段
の
内
容
は
神
宮
徴
古
館

本
に
よ
り
、同
記
事
に
天
正
本
に
異
同
が
あ
る
場
合
は
番
号
を
付
し
て
そ
の
内
容
を
記
し
た
。こ
の
表
を
み
る
と
、天
正
本
は「
北
野
通
夜
物
語
」

を
巻
三
十
八
に
移
動
さ
せ
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
章
段
の
配
列
を
変
え
る
よ
う
な
再
編
成
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
天
正
本
で
は

巻
三
十
五
の
章
段
の
冒
頭
・
末
尾
は
同
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
神
宮
徴
古
館
本
の
巻
三
十
六
・
三
十
七
を
巻
三
十
六
と
し
、
神
宮
徴
古
館
本
の

巻
三
十
八
を
巻
三
十
七
に
置
く
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、巻
三
十
八
に
は
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
み
が
置
か
れ
、表
に
は
示
さ
な
か
っ

た
が
、
巻
三
十
九
の
冒
頭
は
神
宮
徴
古
館
本
と
同
様
、
大
内
介
の
降
参
記
事
か
ら
始
ま
る
。

　

こ
こ
で
天
正
本
の
改
編
と
し
て
目
立
つ
の
は
、
そ
の
記
事
の
簡
略
化
で
あ
る
。
巻
三
十
六
・
三
十
七
の
天
正
本
の
記
事
は
、
諸
本
に
比
し
て

記
述
を
大
幅
に
簡
略
化
し
た
も
の
が
相
当
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
一
定

の
意
図
の
も
と
簡
略
化
が
な
さ
れ
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、天
正
本
に
お
い
て
簡
略
化
さ
れ
た
記
事
を
、〈
表
１
〉
の
番
号
に
従
っ

て
通
覧
す
る
。

①
仁
木
義
長
排
拆
の
企
て
に
お
い
て
、
諸
大
名
が
義
長
を
憎
む
理
由
を
述
べ
な
い
。

②
失
脚
し
て
若
狭
に
下
っ
た
細
川
清
氏
が
幕
府
方
朝
倉
勢
を
退
散
さ
せ
た
記
事
が
な
い
。

③
畠
山
兄
弟
が
足
利
基
氏
の
敵
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
基
氏
が
東
国
武
士
の
要
求
を
聞
き
入
れ
た
と
い
う
原
因
を
述
べ
な
い
。

④
宮
方
の
京
都
進
攻
の
際
に
、
清
氏
の
戦
略
ど
お
り
、
佐
々
木
高
秀
ら
が
撤
退
し
た
こ
と
を
述
べ
な
い
。

⑥
大
勢
を
も
っ
て
越
中
に
進
出
し
た
宮
方
の
桃
井
直
常
が
、
そ
の
過
失
に
よ
っ
て
敗
れ
た
経
緯
を
述
べ
な
い
。

⑧
九
州
探
題
斯
波
氏
経
が
参
戦
し
た
長
者
原
の
合
戦
で
少
弐
勢
が
負
け
、
宮
方
の
菊
池
勢
が
勝
利
し
た
の
は
大
将
の
心
に
よ
る
と
の
評
語

が
な
い
。
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〈
表
１
〉
神
宮
徴
古
館
本
・
天
正
本
巻
三
十
五
か
ら
巻
三
十
八
の
記
事
内
容
と
主
要
異
同

神
宮
徴
古
館
本

天
正
本

35

諸
大
名
擬
討
仁
木
事

諸
大
名
重
向
天
王
寺
事
付
仁
木
没
落
事

南
方
蜂
起
事
付
畠
山
下
向
事

山
名
中
国
発
向
事

北
野
詣
人
世
上
雑
談
事

土
岐
佐
々
木
与
仁
木
方
軍
事

①
足
利
義
詮
の
帰
洛
。
諸
大
名
、
仁
木
義
長
を
打
つ
た
め
に

企
て
る
。

・	

義
長
、
諸
大
名
の
動
き
に
対
抗
し
、
義
詮
を
監
禁
。
佐
々

木
道
誉
の
策
で
義
詮
は
脱
出
、
義
長
は
伊
勢
へ
落
ち
る
。

・	

大
和
・
河
内
等
の
宮
方
が
蜂
起
し
、
将
軍
方
は
落
ち
る
。

畠
山
道
誓
、
批
判
さ
れ
関
東
下
向
。

・	

山
名
時
氏
、
義
長
の
宮
方
降
参
や
宮
方
の
出
兵
に
応
じ
、

因
幡
・
美
作
の
赤
松
勢
を
攻
め
落
と
す
。

・	

天
下
の
乱
れ
の
原
因
は
武
家
方
に
も
宮
方
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
み
な
過
去
の
因
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

・	

尾
張
・
三
川
・
伊
賀
・
伊
勢
国
の
仁
木
方
、
将
軍
方
に
敗

れ
、
義
長
は
長
野
城
に
籠
る
。

35

①
義
長
排
除
の
理
由
簡
略
。

巻
三
十
八
へ

36

仁
木
越
州
宮
方
降
参
事
付
大
神
宮
御
託

宣
事

諸
国
恠
異
事	

天
王
寺
造
営
事	

変
異
御
祈
事
付
㝡
勝
講
事

山
名
豆
州
落
美
作
城
事
付
筑
紫
合
戦
事

佐
々
木
秀
詮
兄
弟
討
死
事

相
模
守
清
氏
隠
謀
露
顕
事

頓
宮
四
郎
心
易
事
付
清
氏
参
南
帝
事

畠
山
入
道
々
誓
没
落
事

南
軍
入
洛
京
勢
没
落
事

・	
天
災
・
疫
病
が
続
き
康
安
に
改
元
。
義
長
、
味
方
を
失
い

南
朝
へ
降
参
。

・	

大
地
震
が
起
こ
り
、
天
王
寺
の
金
堂
倒
れ
る
。

・	

天
王
寺
再
建
の
時
の
奇
瑞
。

・	

東
寺
で
異
変
が
起
こ
り
、
最
勝
講
を
行
う
。

・	

宮
方
の
山
名
勢
、
美
作
へ
発
向
し
、
赤
松
勢
に
勝
ち
、
菊

池
勢
は
大
友
・
少
弐
の
大
勢
を
破
る
。

・	

和
田
・
楠
、
佐
々
木
秀
詮
兄
弟
に
打
ち
勝
つ
。

・	

細
川
清
氏
、
道
誉
に
謀
叛
と
讒
言
さ
れ
、
失
脚
す
る
。

②
頓
宮
の
寝
返
り
。
清
氏
は
宮
方
へ
降
参
。

③
畠
山
兄
弟
、
諸
将
に
除
外
さ
れ
伊
豆
へ
落
ち
、
敵
と
な
る
。

④
宮
方
、
清
氏
の
策
を
用
い
て
京
を
攻
め
、
入
京
す
る
。

36

②
幕
府
方
朝
倉
勢
逃
亡
記
事
な
し
。

③
畠
山
が
敵
と
な
る
経
緯
な
し
。

④
佐
々
木
高
秀
ら
敗
戦
経
緯
な
し
。
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37

主
上
還
幸
事

清
氏
渡
四
国
事

可
立
大
将
事
付
義
帝
立
将
事

尾
張
左
衛
門
佐
遁
世
事
付
異
国
本
朝
道

入
物
語
事

畠
山
入
道
謀
叛
事
付
楊
国
忠
事

⑤
後
光
厳
天
皇
の
還
幸
。

・	

宮
に
期
待
さ
れ
、
大
将
に
任
じ
ら
れ
た
清
氏
は
、
勢
力
が

つ
か
ず
阿
波
国
へ
退
く
。

・	

不
義
の
清
氏
を
大
将
に
立
て
た
こ
と
へ
の
批
評
。

・	

執
事
の
有
力
候
補
だ
っ
た
斯
波
氏
頼
は
、
父
道
朝
の
偏
愛

で
執
事
職
に
就
か
ず
出
家
す
。

・	

道
誓
、
足
利
基
氏
に
責
め
ら
れ
、
修
禅
寺
に
籠
る
。
道
誓

の
謀
は
安
禄
山
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。

36
・	

西
園
寺
亭
還
幸･

生
活
増
補
。

38

悪
星
出
現
事
付
湖
水
干
上
事

宮
方
蜂
起
事
付
桃
井
没
落
事

筑
紫
探
題
下
向
事
付
李
将
軍
沈
女
事

菊
池
大
友
合
戦
事

畠
山
入
道
遂
電
事

相
模
守
清
氏
討
死
付
西
長
尾
城
没
落
事

接
津
合
戦
事

年
号
改
元
事
付
大
元
軍
事

・	

康
安
二
年
二
月
よ
り
、
天
変
地
異
が
続
く
。

⑥
時
氏
ら
宮
方
が
各
地
で
蜂
起
し
た
が
敗
戦
。
足
利
直
冬
は

宮
入
道
に
敗
れ
、
桃
井
直
常
も
富
樫
勢
に
負
け
る
。

⑦
斯
波
氏
経
、
大
友
・
少
弐
に
合
力
す
る
た
め
九
州
探
題
に

派
遣
さ
れ
る
が
、
軍
勢
・
兵
力
は
つ
か
な
い
。

⑧
菊
池
武
光
、
探
題
氏
経
勢
を
打
ち
散
ら
す
。

⑨
畠
山
郎
党
の
没
落
。
義
深
は
脱
出
後
赦
免
、
道
誓
・
国
熈

兄
弟
は
没
す
る
。

⑩
頼
之
、
讃
岐
で
挙
兵
し
た
清
氏
を
謀
っ
て
討
つ
。
西
長
尾

城
も
落
ち
、
四
国
は
頼
之
が
平
定
す
る
。

⑪
和
田
・
楠
摂
津
国
で
挙
兵
し
、
佐
々
木
の
代
官
箕
浦
に
打

ち
勝
ち
、
湊
川
ま
で
進
む
が
、
引
き
返
す
。

・	

貞
治
と
改
元
。

37

⑥
直
常
の
敗
戦
経
緯
な
し
。

⑦
氏
経
遁
世
記
事
あ
り
。

⑧
勝
敗
の
原
因
の
評
語
な
し
。

⑨
義
深
脱
出
記
事
な
し
。
誉
田
父
子
の

こ
と
あ
り
。
畠
山
後
日
譚
に
異
同
。

⑩
細
川
頼
和
・
信
氏
の
退
却
記
事
な
し
。

⑪
箕
浦
の
敗
戦
記
事
簡
略
。

38

三
人
於
聖
廟
物
語
事
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⑩
讃
岐
の
清
氏
が
細
川
頼
之
の
謀
に
よ
っ
て
討
死
し
た
際
、
兄
弟
の
頼
和
・
信
氏
が
西
長
尾
城
で
負
け
て
退
却
し
、
頼
之
が
四
国
を
制
圧

し
た
こ
と
を
述
べ
な
い
。

⑪
和
田
・
楠
が
摂
津
の
合
戦
で
箕
浦
俊
定
ら
を
撃
退
し
た
詳
細
を
述
べ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
簡
略
化
の
対
象
と
な
っ
た
記
事
は
、
巻
三
十
四
「
諸
軍
勢
退
散
事
」
で
そ
の
没
落
が
予
告
さ
れ
、
巻

三
十
五
以
降
の
展
開
の
中
心
と
な
る
人
物
で
あ
る
仁
木
義
長
、
細
川
清
氏
、
畠
山
国
清
の
み
な
ら
ず
、
他
の
軍
勢
や
宮
方
の
合
戦
記
事
な
ど

も
交
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
一
筋
に
把
握
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い）

（1
（

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
い
く
つ
か
の
方
向
性
が
存
在
す
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

四
　
細
川
清
氏
関
連
記
事
を
め
ぐ
っ
て

　
『
太
平
記
』
の
後
半
部
は
、
中
西
達
治
氏
が
「
足
利
政
権
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
苦
悩
の
歴
史
を
記
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に）

（1
（

、
幕

府
政
権
を
支
え
る
有
力
守
護
大
名
ら
に
よ
る
闘
争
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
細
川
清
氏
の
失
脚
・
没
落
の
記

事
は
様
々
な
印
象
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
つ
が
、
右
に
示
し
た
②
④
の
記
事
は
、
清
氏
の
失
脚
前
後
の
場
面
の
も
の
で
あ
る
。

　

清
氏
の
失
脚
に
関
し
て
『
太
平
記
』
は
、「
事
の
根
源
を
た
つ
ぬ
れ
は
、
佐
々
木
佐
渡
判
官
入
道
と
細
川
相
模
守
と
、
内
々
恨
を
ふ
く
む
事

の
有
し
に
よ
り
て
、
遂
に
豺
狼
の
心
を
結
と
そ
聞
し
」（
神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
六
「
相
模
守
清
氏
陰
謀
露
顕
事
」）
の
よ
う
に
、
清
氏
と
佐
々

木
道
誉
の
不
和
を
背
景
に
描
い
て
い
る
。
将
軍
を
呪
詛
し
た
と
の
道
誉
の
告
発
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
た
清
氏
は
、
自

分
の
領
国
で
あ
っ
た
若
狭
国
に
落
ち
、
そ
こ
で
斯
波
氏
頼
を
大
将
と
す
る
敵
を
迎
え
る
際
、
ま
ず
先
鋒
の
朝
倉
勢
を
退
散
さ
せ
る
。
以
下
に

②
の
記
事
を
引
く
。

　

神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
六
「
頓
宮
四
郎
心
易
事
付
清
氏
参
南
帝
事
」

（ 　 ）8
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相
模
守
大
に
嘲
笑
て
、
穴
哀
の
者
共
や
、
此
等
を
敵
に
請
て
は
力
者
二
、三
人
を
杦
材
棒
衝
せ
て
、
差
向
た
ら
ん
に
不
足
あ
る
ま
し
、
先

敦
賀
津
に
朝
倉
某
か
先
打
に
陣
を
取
た
ら
ん
な
る
打
散
せ
と
て
、
中
間
を
八
人
差
遣
さ
る
、
八
人
の
中
間
共
、
敦
賀
津
え
紛
い
り
、
浜

面
の
在
家
十
余
箇
所
に
火
を
つ
け
て
、
閧
声
を
そ
上
た
り
け
る
、
朝
倉
か
兵
三
百
余
騎
、
閧
声
に
お
と
ろ
き
て
、
其
也
、
相
模
守
か
寄

た
る
は
、
定
て
大
勢
に
て
そ
有
ら
ん
、
挽
て
後
陣
の
勢
に
加
は
れ
と
て
、
矢
の
一
を
も
不
射
、
敦
賀
の
陣
を
挽
け
れ
は
、
相
随
ふ
兵

三
百
余
騎
、
馬
・
物
具
を
執
す
て
、
越
前
国
府
え
そ
迯
た
り
け
る
、
其
は
こ
そ
思
つ
る
事
よ
と
、
毎
人
に
言
弄
ふ
と
沙
汰
せ
し
か
は
、

尾
張
左
衛
門
佐
大
忿
て
、
頓
て
大
勢
を
率
し
て
、
十
月
廿
九
に
ち
椿
獄
え
打
向
、

　

天
正
本
巻
三
十
六
「
新
将
軍
不
例
細
川
相
模
守
京
都
没
落
南
方
降
参
事
」

相
模
入
道
大
ニ
ア
サ
笑
テ
、
是
等
ヲ
敵
ニ
請
テ
、
物
ト
ヤ
思
フ
ヘ
キ
、
清
氏
馳
向
マ
テ
モ
ナ
ク
、
若
堂
中
間
共
少
々
指
向
ル
物
ナ
レ
ハ
、

近
付
事
ア
ル
マ
シ
キ
物
ヲ
ト
宣
給
ケ
レ
ハ
、
尾
張
左
衛
門
佐
氏
頼
是
ヲ
聞
キ
、
大
ニ
忿
テ
、
軈
テ
大
勢
ヲ
率
テ
、
十
月
二
十
九
日
椿
カ

峠
エ
打
向
給
ケ
レ
ハ
、

　

右
の
神
宮
徴
古
館
本
で
は
、
清
氏
が
わ
ず
か
八
人
の
中
間
を
用
い
て
三
百
余
騎
の
朝
倉
勢
を
撃
退
し
た
と
い
う
詳
細
な
記
事
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
天
正
本
で
は
傍
線
部
の
と
お
り
、
こ
の
間
の
経
緯
を
一
切
記
さ
ず
、
清
氏
の
大
言
壮
語
を
聞
き
つ
け
た
斯
波
勢
が
怒
っ
て
出

陣
し
て
く
る
と
い
う
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
引
用
し
た
記
事
の
後
、
清
氏
は
戦
略
を
模
索
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
腹
心
の
部
下
で
あ
っ

た
頓
宮
四
郎
に
寝
返
ら
れ
、
石
塔
頼
房
を
仲
介
に
し
て
宮
方
へ
降
参
す
る
。
右
の
よ
う
に
天
正
本
で
は
、
宮
方
へ
の
降
参
に
つ
な
が
る
場
面

に
お
い
て
、清
氏
の
勇
将
と
し
て
の
面
貌
を
述
べ
ず
、道
誉
の
讒
に
よ
っ
て
罪
を
着
せ
ら
れ
た
清
氏
が
、頼
り
に
し
て
い
た
家
臣
に
寝
返
ら
れ
、

宮
方
へ
降
参
す
る
境
遇
に
陥
る
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

。　
　
　

　

そ
し
て
、
④
は
清
氏
が
宮
方
に
降
参
し
た
後
の
記
事
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
②
以
降
の
展
開
で
、『
太
平
記
』
は
、
清
氏
が
猶
子
仁
木
頼
夏

と
従
弟
の
氏
春
の
加
勢
を
受
け
、
摂
津
・
阿
波
の
宮
方
と
と
も
に
挙
兵
し
た
こ
と
を
述
べ
、「
京
都
以
外
に
周
章
し
て
、
又
は
や
世
乱
出
来
ぬ

と
危
ま
ぬ
人
も
無
か
り
け
り
」
と
京
都
の
不
安
を
伝
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
実
態
に
も
将
軍
義
詮
は
、「
近
国
は
縦
起
と
も
、
坂
東
八
箇

（ 　 ）9
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国
の
勢
を
召
上
せ
て
退
治
せ
ん
に
、
何
程
の
事
か
可
有
と
て
、
強
に
騒
く
気
色
も
無
か
り
け
る
」
と
安
易
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
畠
山

兄
弟
が
敵
に
な
っ
た
経
緯
を
伝
え
、
今
度
は
「
東
国
・
西
国
・
東
山
道
、
一
度
に
何
様
起
合
ぬ
と
、
洛
中
の
貴
賤
騒
合
り
」
と
、
幕
府
に
と
っ

て
危
機
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
清
氏
は
今
の
情
勢
を
読
ん
で
、
宮
方
の
た
め
京
都
進
攻
を
献
策
す
る
。
こ
の
策
を
受
け

て
宮
方
の
軍
勢
が
京
へ
向
か
う
と
、
清
氏
の
予
見
ど
お
り
、
幕
府
方
が
次
々
と
撤
退
す
る
。
以
下
に
本
文
を
引
く
。

　

神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
六
「
南
軍
入
洛
京
勢
没
落
事
」

実
も
相
模
守
の
被
言
つ
る
に
少
も
違
は
す
、
忍
頂
寺
の
麓
を
打
通
に
、
佐
々
木
治
部
少
輔
は
時
の
侍
所
な
り
、
甥
二
人
ま
て
当
国
に
て

楠
に
被
討
ぬ
、
此
に
て
そ
先
日
の
耻
を
す
ゝ
か
ん
と
、
手
痛
き
戦
は
為
す
ら
ん
と
、
思
設
て
通
け
る
に
、
高
秀
、
相
模
守
に
機
を
被
呑

て
臆
し
て
や
有
け
ん
、
矢
の
一
を
も
射
懸
す
、
お
め
〳
〵
と
こ
そ
通
け
れ
、
さ
て
は
山
崎
に
て
そ
一
戦
有
す
ら
め
と
思
繕
ふ
処
に
、
今

川
伊
与
守
も
不
叶
と
や
思
け
ん
、
一
闘
も
闘
は
て
鳥
羽
秋
山
え
引
退
、
是
之
、
此
彼
に
陣
を
取
た
る
勢
共
、
い
ま
た
敵
も
近
さ
る
先
に

落
支
度
を
の
み
為
け
る
間
、
角
て
は
合
戦
墓
々
か
ら
し
、
先
都
を
落
て
こ
そ
、
東
国
・
北
国
の
勢
を
も
待
め
と
て
、
持
明
院
主
上
を
警

固
た
て
ま
つ
り
、
同
八
日
暁
、
宰
相
中
将
義
詮
朝
臣
、
苦
集
滅
道
を
へ
て
勢
多
を
わ
た
り
、
近
江
の
武
佐
寺
え
落
た
ま
ふ
、

　

天
正
本
巻
三
十
六
「
細
川
相
州
京
都
攻
被
給
合
戦
事
」

真
ニ
相
模
守
ノ
言
ニ
些
シ
モ
不
違
、
忍
頂
寺
ヨ
リ
初
テ
ハ
、
道
々
ノ
京
勢
皆
引
返
ケ
レ
ハ
、
清
氏
安
々
ト
都
エ
ソ
被
攻
入
ケ
ル
、
猿
程
ニ
、

東
寺
ニ
将
軍
ヲ
守
護
シ
奉
テ
集
居
タ
ル
勢
モ
、
如
何
思
ヒ
ケ
ム
、
五
キ
十
キ
落
行
キ
ケ
ル
間
、
覚
テ
ハ
洛
中
ノ
合
戦
ハ
不
叶
ケ
リ
ト
テ
、

同
八
日
暁
、
新
将
軍
ハ
各
々
目
路
ヲ
経
テ
、
江
州
武
佐
寺
エ
ソ
落
給
ケ
ル
、

　

神
宮
徴
古
館
本
で
は
幕
府
方
の
佐
々
木
高
秀
が
臆
し
て
山
崎
で
一
戦
も
せ
ず
、
ま
た
今
川
貞
世
も
戦
わ
ず
逃
げ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
天
正
本
で
は
傍
線
部
の
と
お
り
、
佐
々
木
高
秀
ら
の
動
静
を
伝
え
る
記
事
を
欠
き
、「
清
氏
安
々
ト
都
エ
ソ
被
攻
入
ケ
ル
」
と
述
べ

る
の
み
で
、
清
氏
の
予
見
の
的
確
さ
が
諸
本
ほ
ど
効
果
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
清
氏
が
宮
方
へ
降
参
す
る
前
後
に
隣
接

す
る
記
事
②
④
を
見
て
み
る
と
、
天
正
本
の
記
事
の
簡
略
化
に
は
、
彼
の
勇
将
と
し
て
活
躍
し
た
様
子
や
戦
略
の
確
か
さ
を
諸
本
に
比
し
て

（ 　 ）10
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十
分
に
描
か
な
い
と
こ
ろ
に
改
編
が
認
め
ら
れ
る
。

五
　
仁
木
義
長
・
畠
山
道
誓
兄
弟
の
没
落
を
め
ぐ
っ
て

　

次
に
み
る
の
は
、
二
人
の
大
名
の
没
落
記
事
の
簡
略
化
で
あ
る
。『
太
平
記
』
巻
三
十
五
以
降
に
展
開
さ
れ
る
諸
大
名
の
没
落
は
幕
府
内
部

の
権
力
抗
争
に
深
く
関
わ
り
、
仁
木
義
長
の
排
斥
を
主
導
し
た
と
い
う
畠
山
道
誓
は）

（1
（

、
足
利
基
氏
に
排
除
さ
れ
没
落
し
、
義
長
の
失
脚
後
、

権
力
を
握
る
か
と
思
わ
れ
た
細
川
清
氏
は
、
や
が
て
佐
々
木
道
誉
に
よ
っ
て
失
脚
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
義
長
・
道
誓
の
没
落
は
、

先
に
述
べ
た
清
氏
の
宮
方
降
参
の
前
の
こ
と
で
、
巻
三
十
五
・
三
十
六
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
天
正
本
に
は
こ
れ
ら
内
紛
の
原
因
を
十
分
に
描

か
ず
、
簡
略
な
記
事
に
改
め
る
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
①
に
示
し
た
巻
三
十
五
の
仁
木
義
長
を
排
斥
す
る
謀
議
の
記
事
に
お
い
て
、
諸
本

と
天
正
本
は
次
の
よ
う
な
違
い
を
示
す
。

　

神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
五
「
諸
大
名
擬
打
仁
木
事
」

只
此
次
に
仁
木
を
対
治
せ
ら
れ
て
、
宰
相
中
将
殿
の
御
世
務
を
助
申
さ
れ
候
は
ゝ
、
故
将
軍
も
草
陰
に
て
は
、
嬉
敷
こ
そ
被
覚
候
は
ん

す
れ
、
方
々
如
何
被
覚
候
と
そ
被
問
け
る
、
先
細
川
相
模
守
は
、
今
度
南
方
の
合
戦
の
時
、
仁
木
越
後
守
、
三
川
の
星
野
・
行
明
等
が
、

守
護
の
手
に
不
属
し
て
、
相
模
守
の
手
に
属
た
る
事
を
忿
て
、
彼
等
か
跡
を
欠
所
に
な
し
て
家
人
共
に
宛
行
は
れ
た
り
し
を
、
所
存
に

違
し
て
被
思
け
る
人
な
り
、
土
岐
大
膳
大
夫
入
道
は
、
故
土
岐
頼
遠
か
息
左
馬
助
を
仁
木
猶
子
に
し
て
、
動
は
善
忠
か
所
領
を
と
り
て

左
馬
助
に
申
与
と
す
る
を
、
鬱
憤
す
る
時
節
な
り
、
佐
々
木
六
角
判
官
入
道
は
、
多
年
御
敵
な
り
し
高
山
を
う
ち
て
其
跡
を
給
た
る
を
、

仁
木
建
武
の
合
戦
の
時
恩
賞
に
申
給
た
り
し
所
な
り
と
て
、
押
て
知
行
せ
ん
と
す
る
を
遺
恨
に
お
も
ふ
人
な
り
、
同
佐
渡
判
官
入
道
は
、

身
に
と
り
て
仁
木
に
指
た
る
宿
意
は
無
け
れ
と
も
、余
に
傍
若
無
人
に
ふ
る
ま
ふ
事
を
狼
藉
に
目
に
懸
け
る
時
分
な
り
、さ
れ
は
、畠
山
・

細
川
・
土
岐
・
佐
々
木
ま
て
、
義
長
を
悪
し
と
お
も
ふ
人
な
り
け
れ
は
、
何
も
異
議
に
及
は
す
、
只
此
次
に
彼
を
う
ち
て
世
を
治
よ
り
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外
の
事
無
と
て
、
面
々
一
同
に
そ
被
同
け
る
、

　

天
正
本
巻
三
十
五
「
諸
大
名
擬
誅
義
長
事
」

只
此
次
ニ
仁
木
ヲ
退
治
セ
ラ
レ
テ
、
宰
相
中
将
殿
ノ
御
世
務
ヲ
助
ケ
申
サ
レ
候
ハ
ヽ
、
故
将
軍
モ
草
ノ
陰
ニ
テ
定
テ
嬉
シ
ク
コ
ソ
被
レ

思
食
候
ハ
ン
ス
レ
、
旁
ハ
イ
カ
ヽ
思
食
サ
レ
候
フ
ト
ソ
問
ケ
ル
、
細
川
相
模
守
、
土
岐
、
佐
々
木
、
皆
義
長
ヲ
悪
ト
思
フ
人
々
也
ケ
レ
ハ
、

何
レ
モ
異
儀
ニ
及
ハ
ス
、
只
此
次
ニ
彼
ヲ
打
テ
世
ヲ
静
メ
ン
ヨ
リ
外
ノ
事
候
ハ
シ
ト
、
面
々
一
同
ニ
ソ
同
セ
ラ
レ
ケ
ル
、

　

右
を
確
認
す
る
と
、
神
宮
徴
古
館
本
が
義
長
を
め
ぐ
り
、
清
氏
・
土
岐
・
六
角
ら
と
の
所
領
を
め
ぐ
る
紛
争
が
存
在
し
た
こ
と
や
、
佐
々

木
道
誉
に
傍
若
無
人
な
振
舞
い
を
憎
ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
具
体
的
な
理
由
を
述
べ
て
、
諸
大
名
が
義
長
を
討
と
う
と
し
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
の
に
対
し
、
天
正
本
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
皆
義
長
ヲ
悪
ト
思
フ
人
々
也
ケ
レ
ハ
」
と
、
簡
略
に
述
べ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
巻
三
十
六
で
義
長
が
宮
方
に
降
参
し
た
際
、
武
者
所
の
者
ど
も
が
こ
れ
を
批
評
す
る
場
面
に
お
い
て
も
以
下
の
よ
う
な
違
い
が
見

ら
れ
る
。

　

神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
六
「
仁
木
越
州
宮
方
降
参
事
付
大
神
宮
御
託
宣
事
」

今
又
仁
木
越
後
守
義
長
か
、
大
敵
に
被
囲
た
る
か
難
堪
さ
に
寄
に
参
へ
き
由
を
ま
ふ
す
を
、
諸
卿
許
容
た
ま
ふ
こ
そ
心
え
ね
、
彼
か
平

生
の
振
廻
悪
と
し
て
不
造
と
い
ふ
事
な
し
、
聊
も
心
に
さ
か
ふ
時
は
、
咎
な
き
に
人
を
こ
ろ
し
て
誤
れ
り
と
思
は
す
、
少
し
も
機
に
あ

ふ
時
は
、
忠
な
き
に
賞
を
あ
た
え
て
忽
に
取
返
す
、
先
多
年
の
芳
恩
を
わ
す
れ
て
、
義
詮
朝
臣
を
そ
む
く
程
の
者
な
れ
は
、
君
の
御
為

に
深
く
忠
義
を
存
へ
し
や
、
四
箇
国
の
管
領
を
尚
飽
足
す
お
も
ひ
し
程
の
心
な
れ
は
、
此
方
の
五
箇
所
・
三
箇
所
の
恩
賞
を
物
数
と
も

思
へ
か
ら
す
、
若
又
彼
か
所
存
の
こ
と
く
恩
賞
を
行
は
れ
は
、
日
本
六
十
六
箇
国
に
一
所
も
所
残
有
へ
か
ら
す
、
多
年
旧
功
の
官
軍
共
、

何
所
に
か
身
を
置
く
へ
き
、
倩
こ
れ
を
思
ふ
に
、
忠
臣
に
あ
ら
す
、
智
臣
に
あ
ら
す
、
仏
神
に
は
な
た
れ
、
人
望
に
そ
む
き
て
、
自
滅

せ
ん
と
す
る
悪
人
を
寄
に
被
成
た
れ
は
と
て
、
是
豈
聖
運
の
助
と
な
ら
ん
や
、
只
虎
を
や
し
な
つ
て
自
患
を
ま
ね
く
風
情
な
る
へ
き
な

と
申
け
れ
は
、

（ 　 ）12
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天
正
本
巻
三
十
六
「
年
号
改
元
仁
木
義
長
参
南
帝
事
」

今
又
仁
木
義
長
大
敵
ニ
囲
レ
テ
、
無
二
為
方
一
ニ
御
方
ニ
参
ス
ヘ
キ
由
ヲ
申
ヲ
、
諸
卿
許
容
シ
給
コ
ソ
、
先
多
年
ノ
芳
恩
ヲ
忘
テ
、
義
詮

朝
臣
ヲ
背
ク
程
ノ
意
ナ
レ
ハ
、
君
ノ
御
為
ニ
深
ク
忠
義
ヲ
存
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
、
四
ヶ
国
ノ
守
護
職
ヲ
猶
ア
キ
タ
ラ
ス
思
フ
程
ノ
心
ナ

レ
ハ
、
コ
ナ
タ
ノ
五
ヶ
所
三
ヶ
所
ノ
恩
賞
ヲ
不
足
ナ
シ
ト
思
フ
ヘ
シ
ヤ
、
若
又
彼
カ
所
存
ノ
コ
ト
ク
恩
賞
ヲ
行
ハ
レ
ハ
、
聖
運
ノ
助
ト

ナ
ラ
ム
ヤ
、
只
虎
ヲ
養
テ
自
ラ
患
ヲ
招
ク
風
情
ナ
ル
ヘ
キ
物
ヲ
ト
申
ケ
レ
ハ
、

　

神
宮
徴
古
館
本
で
は
右
に
み
る
よ
う
に
義
長
に
対
し
て
非
道
な
振
る
舞
い
が
多
く
、
恩
賞
に
貧
欲
で
、
仏
神
に
見
捨
て
ら
れ
、
人
望
に
背

い
た
自
滅
す
る
、
悪
人
で
あ
る
と
す
る
詳
細
な
議
論
を
述
べ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
天
正
本
は
、
義
長
が
恩
賞
に
対
す
る
欲
心
か
ら
行
動
す

る
人
物
で
あ
る
と
だ
け
批
評
す
る
。
ま
た
、
諸
本
で
は
本
章
段
に
義
長
の
悪
行
を
並
べ
、
そ
の
自
滅
を
予
想
さ
せ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
の

だ
が
、
天
正
本
で
は
右
に
見
る
よ
う
に
、
義
長
に
対
す
る
簡
潔
な
批
判
に
と
ど
め
て
い
る）

（1
（

。

　

次
に
③
⑨
に
あ
げ
た
畠
山
道
誓
や
そ
の
兄
弟
に
関
す
る
記
述
も
確
認
し
よ
う
。
③
は
、
延
文
の
年
号
が
不
吉
で
あ
っ
た
た
め
、
康
安
に
改

元
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
京
都
に
は
不
吉
な
災
害
が
続
く
な
か
、
失
脚
し
た
仁
木
義
長
と
細
川
清
氏
が
宮
方
へ
降
参
し
た
頃
、
関
東
よ
り
執

事
と
し
て
足
利
基
氏
に
仕
え
て
い
た
畠
山
道
誓
の
謀
反
の
報
告
が
到
来
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
六
「
畠
山
入
道
々
誓
没
落
事
」

宰
相
中
将
殿
は
、
畿
内
の
蜂
起
を
き
ゝ
て
、
近
国
は
縦
起
と
も
、
坂
東
八
箇
国
の
勢
を
召
上
せ
て
退
治
せ
ん
に
、
何
程
の
事
か
可
有
と
て
、

強
に
騒
く
気
色
も
無
か
り
け
る
処
に
、
十
二
月
三
日
関
東
よ
り
飛
脚
到
来
し
て
、
畠
山
入
道
々
誓
・
舎
弟
尾
張
守
御
敵
に
な
り
て
、
官

軍
催
促
に
不
応
と
そ
申
け
る
、
そ
の
濫
觴
何
事
そ
と
尋
は
、
去
々
年
冬
、
畠
山
入
道
南
方
退
治
の
大
将
と
し
て
上
洛
せ
し
時
、
東
八
箇

国
の
大
名
・
小
名
数
を
尽
て
そ
上
け
る
、
…
（
中
略
）
…
宗
徒
者
共
千
余
人
、
神
水
を
の
み
て
、
所
詮
畠
山
入
道
を
執
権
に
召
仕
は
れ
は
、

毎
事
御
成
敗
に
随
ま
し
き
由
を
、
左
馬
頭
殿
え
そ
訴
申
け
る
、
下
と
し
て
上
を
は
か
ら
ふ
噭
訴
、
下
剋
上
の
至
か
な
と
、
心
中
に
は
憤

思
は
れ
け
れ
と
も
、
此
者
共
に
被
背
な
は
、
東
国
一
日
も
無
為
な
る
ま
し
と
欲
て
、
頓
て
畠
山
許
え
使
者
を
立
ら
れ
、

（ 　 ）13
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天
正
本
巻
三
十
六
「
畠
山
入
道
舎
弟
尾
張
守
謀
叛
事
」

宰
相
中
将
殿
ハ
、
畿
内
ノ
蜂
起
ヲ
聞
テ
、
近
国
ハ
縦
起
共
、
坂
東
静
ナ
ラ
ハ
、
東
八
ケ
国
ノ
勢
ヲ
召
上
テ
退
治
セ
ム
ニ
、
何
程
ノ
事
カ

有
ヘ
キ
ト
テ
、強
サ
ワ
ク
気
色
モ
御
座
サ
リ
ケ
ル
処
ニ
、十
一
月
十
三
日
関
東
ヨ
リ
飛
脚
到
来
シ
テ
畠
山
入
道
道
誓
、舎
弟
尾
張
守
義
深
、

御
不
審
蒙
テ
、
伊
豆
国
ニ
楯
籠
ル
間
、
東
国
ノ
路
塞
テ
、
官
軍
催
ニ
応
ゼ
ス
ト
注
進
ス
、
サ
テ
ハ
東
国
難
儀
ノ
至
極
也
、
西
国
山
陽
モ

何
様
起
合
ナ
ム
ス
ト
、
京
中
ノ
貴
賤
何
シ
カ
周
章
ア
エ
リ
、

　

神
宮
徴
古
館
本
で
は
、
道
誓
が
幕
府
に
背
い
た
理
由
と
し
て
、
将
軍
義
詮
の
畿
内
制
圧
に
力
を
合
わ
せ
る
た
め
上
洛
し
た
時
、
東
国
武
士

た
ち
が
無
断
帰
国
し
た
た
め
、
道
誓
が
そ
の
所
領
を
没
収
し
、
こ
れ
に
反
発
し
た
武
士
た
ち
の
要
求
を
基
氏
が
受
け
入
れ
た
点
に
あ
る
と
詳

細
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
正
本
で
は
ま
っ
た
く
こ
れ
ら
の
状
況
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
傍
線
部
の
よ
う
に
「
御
不
審
蒙
テ
、
伊
豆
国

ニ
楯
籠
ル
間
」
と
簡
略
に
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
仁
木
義
長
の
記
事
と
同
様
に
、
幕
府
の
内
紛
の
詳
細
な
状
況
を
追
究
せ
ず
、

簡
略
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

加
え
て
、
⑨
の
記
事
も
確
認
し
た
い
。
基
氏
に
降
伏
後
遂
電
し
た
畠
山
兄
弟
の
行
方
は
諸
本
の
間
に
異
同
が
多
い
が
、
天
正
本
に
は
神
宮

徴
古
館
本
に
比
し
て
以
下
の
よ
う
な
独
自
の
記
述
が
あ
る
。

　

神
宮
徴
古
館
本
巻
三
十
八
「
畠
山
入
道
遂
電
事
」

畠
山
入
道
兄
弟
は
、
甲
斐
な
き
命
を
た
す
か
り
て
、
七
条
道
場
え
夜
半
計
に
落
着
た
り
け
る
を
、
聖
憐
労
た
て
ま
つ
り
て
、
道
の
案
内

者
を
差
そ
へ
、
行
路
の
資
等
用
意
し
て
、
南
方
え
そ
被
贈
け
る
、
道
誓
暫
は
宇
智
郡
の
在
家
に
立
宿
て
、
楠
方
え
降
参
の
綸
旨
を
申
て

給
候
へ
と
被
憑
た
り
け
れ
と
も
、
南
方
の
公
議
御
許
容
の
分
も
無
か
り
け
れ
は
、
宇
智
郡
に
も
隠
得
す
、
都
え
は
帰
へ
き
方
も
な
し
、

山
城
脇
辺
に
兎
あ
る
禅
院
・
律
寺
、
或
は
柴
庵
・
草
宿
に
身
を
よ
せ
て
、
命
を
お
し
と
歎
け
る
か
、
幾
程
も
な
く
て
兄
弟
共
に
墓
な
く

成
に
け
る
こ
そ
哀
な
れ
、
…
（
中
略
）
…
此
人
に
出
抜
れ
て
被
討
し
新
田
左
兵
衛
佐
義
興
、
去
年
怨
霊
と
な
り
て
吉
野
御
庿
え
参
し
、

畠
山
入
道
を
は
義
興
か
手
に
か
け
て
、
生
な
か
ら
軍
門
に
耻
を
令
曝
候
ふ
へ
し
と
奏
申
け
る
由
先
て
披
露
あ
り
し
か
、
踈
事
に
て
は
無

（ 　 ）14
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か
り
け
り
と
、
今
こ
そ
思
知
れ
た
れ
、

　

天
正
本
巻
三
十
七
「
畠
山
道
誓
関
東
没
落
事
」

其
ノ
後
、
畠
山
入
道
兄
弟
ハ
、
路
次
無
二
子
細
一
京
着
有
テ
、
七
条
道
場
ニ
且
ク
隠
居
玉
シ
カ
、
尚
其
ノ
憚
有
ト
テ
、
古
ノ
喜
撰
法
師
カ

都
ノ
巽
ト
詠
シ
タ
リ
シ
宇
治
ノ
辺
ニ
由
来
ヲ
尋
、
吾
カ
廬
占
テ
、
中
々
安
閑
ヲ
ソ
楽
玉
ケ
ル
、
角
テ
日
数
ヲ
経
ル
程
ニ
、
上
意
無
二
子
細
一、

宥
免
ノ
御
サ
タ
有
テ
、
尾
張
守
義
深
、
式
部
大
夫
国
熈
召
出
サ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
摂
州
中
嶋
ノ
強
敵
ヲ
静
メ
、
且
ク
南
国
ノ
堅
メ
ニ

テ
有
シ
カ
、
無
レ
幾
程
越
前
国
守
護
職
ヲ
玉
ヒ
、
忽
ニ
絶
ト
ス
ル
一
家
ヲ
起
ス
、
人
間
ノ
過
福
ハ
如
二
糾
索
一
ト
云
ヒ
ナ
カ
ラ
、
不
思
議

ナ
リ
シ
事
共
也
、

　

右
の
よ
う
に
、
神
宮
徴
古
館
本
で
は
畠
山
兄
弟
が
宮
方
へ
降
参
し
よ
う
と
し
た
が
、
窮
死
し
た
と
す
る
が
、
天
正
本
で
は
こ
う
し
た
詞
章

と
異
な
り
、
彼
ら
は
隠
遁
生
活
を
送
っ
た
後
、
道
誓
の
弟
義
深
ら
は
再
び
幕
府
へ
帰
順
し
、
繁
栄
し
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
天
正
本
で
は
、

畠
山
一
門
の
不
幸
が
幸
福
へ
転
じ
る
こ
と
に
驚
き
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
顚
末
を
述
べ
て
い
る
。
天
正
本
の
描
く
畠
山
兄
弟
の
没
落
譚
は
、

新
田
義
興
の
祟
り
に
よ
る
没
落
と
描
く
諸
本
と
異
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る）

（1
（

。

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
仁
木
義
長
・
畠
山
道
誓
兄
弟
の
没
落
を
描
く
天
正
本
の
記
事
は
、
幕
府
の
権
力
抗
争
の
様
相

を
詳
細
に
述
べ
な
い
姿
勢
が
窺
え
る
。
ま
た
、畠
山
兄
弟
の
末
路
に
つ
い
て
は
、新
田
義
興
の
怨
霊
に
よ
り
没
落
す
る
と
い
う
構
想
が
失
わ
れ
、

逆
に
幕
府
に
帰
し
た
結
果
ま
で
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
天
正
本
の
巻
三
十
五
以
降
の
簡
略
化
さ
れ
た
記
事
を
人
物
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
天
正
本
で
語
ら
れ
る
細
川
清
氏
は
、
と
り
わ
け
宮
方
へ
降
参
す
る
前
後
の
記
事
に
お
い
て
、
勇
将
的
側
面
や
戦
略
の
確
か
さ
が
諸
本

に
比
し
て
十
分
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
結
果
的
に
、
清
氏
を
大
将
と
し
、
京
都
を
奪
回
し
な
が
ら
も
直
ち
に
退
去
し
た
宮
方
の
勢
い
を
脆
弱

な
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
幕
府
政
権
を
大
き
く
揺
る
が
し
た
大
名
ら
の
権
力
争
い
を
描
く
過
程
で
は
、
そ
の
内
紛
の
原
因
を
十
分
追
究
せ
ず
、
簡
略
な
記
事

（ 　 ）15
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に
改
め
る
傾
向
が
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、
諸
本
の
巻
三
十
四
「
諸
軍
勢
退
散
事
」
で
上
北
面
の
夢
を
通
し
て
、
自
滅
す
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る

仁
木
義
長
や
畠
山
道
誓
が
、
予
告
に
符
合
し
た
叙
述
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
宮
方
の
怨
霊
の
計
画
は
霧
散
し
た
か
た
ち
と
な
っ

て
い
る
。

六
　
天
正
本
の
現
実
認
識

　

こ
れ
ま
で
、
天
正
本
が
巻
三
十
五
よ
り
巻
三
十
八
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
に
い
た
る
ま
で
、
他
本
よ
り
簡
略
な
記
事
を
持
っ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
、
そ
の
傾
向
に
宮
方
の
勢
い
を
脆
弱
な
も
の
と
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
こ

こ
で
は
、
天
正
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
を
め
ぐ
る
構
成
や
設
定
に
再
び
注
目
す
る
。

　

先
に
諸
本
の
巻
三
十
五
「
北
野
詣
人
世
上
雑
談
事
」
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
前
章
段
で
あ
る
「
山
名
中
国
発
向
事
」
の
末
尾
は
、
仁
木
義

長
が
宮
方
に
降
参
し
た
こ
と
や
和
田
・
楠
勢
の
出
兵
を
受
け
て
機
に
乗
じ
た
山
名
時
氏
が
、
赤
松
勢
を
攻
め
落
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
唇

竭
て
歯
寒
し
、
魯
酒
薄
し
て
邯
鄲
囲
り
と
は
、
彼
様
の
事
を
や
申
す
へ
き
と
思
は
ぬ
人
も
無
か
り
け
り
」
と
評
す
る
こ
と
で
結
ば
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
密
接
に
関
わ
り
合
っ
た
一
方
が
亡
ぶ
と
、
他
方
も
亡
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
、
幕
府
方
の
軍
勢
が
宮
方
に
よ
っ
て
予
想
外
に
撃
退
さ

れ
た
こ
と
を
述
べ
る）

11
（

。
こ
れ
は
諸
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
政
道
雑
談
に
さ
き
だ
つ
状
況
認
識
で
あ
ろ
う
。
幕
府
の
内
紛
が
も
た
ら
し
た

世
の
混
乱
や
危
機
に
直
面
し
た
時
期
に
、
乱
世
の
原
因
を
論
じ
合
お
う
と
い
う
の
が
、
諸
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
立
脚
点
で
あ
る
と
思

わ
れ
る）

1（
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
天
正
本
巻
三
十
八
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
背
景
は
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
康
安
二
年
（
一
三
六
二
）

の
こ
と
を
描
く
巻
三
十
七
は
、
終
局
部
の
「
和
田
楠
打
出
摂
州
事
」
で
宮
方
の
和
田
・
楠
が
箕
浦
勢
に
勝
利
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
進
撃

は
せ
ず
、
引
き
返
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
れ
を
「
太
元
與
宋
朝
合
戦
事
」
で
結
ば
れ
る
。
そ
の
冒
頭
を
以
下
に
引
く
。

（ 　 ）16
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天
正
本
巻
三
十
七
「
太
元
與
宋
朝
合
戦
事
」

懸
シ
カ
ハ
、
都
ニ
ハ
同
九
月
晦
日
改
元
有
テ
、
貞
治
元
年
ト
ソ
申
ケ
ル
、
コ
レ
ハ
天
地
人
ノ
三
災
起
合
テ
、
殊
更
南
方
ノ
敵
軍
気
ヲ
得

タ
リ
シ
カ
ハ
、
康
安
ノ
年
号
ハ
不
吉
也
ケ
リ
ト
テ
、
俄
ニ
改
元
ト
ソ
聞
エ
シ
、
誠
ニ
モ
改
元
ニ
ヤ
依
タ
リ
ケ
ン
、
津
国
ノ
敵
和
田
、
楠

ハ
尼
崎
、
西
宮
ヲ
引
テ
、
河
内
国
ヘ
ソ
帰
ケ
ル
、
ヤ
カ
テ
此
ノ
官
領
足
利
修
理
大
夫
入
道
、
大
勢
ヲ
指
下
シ
カ
ハ
、
国
ハ
無
為
ニ
ソ
成

ニ
ケ
ル
、
是
ヲ
聞
テ
山
名
伊
豆
守
時
氏
、
丹
波
ノ
和
久
ニ
陣
ヲ
取
テ
数
日
ヲ
送
シ
モ
、
因
幡
国
ヘ
引
キ
帰
サ
ル
、
思
ハ
ス
ニ
今
秊
天
下

同
時
ニ
乱
合
テ
、
宮
方
既
ニ
眉
ヲ
開
ト
見
ヘ
シ
カ
、
程
ナ
ク
国
々
静
ヌ
ル
事
、
天
運
ト
ハ
謂
ナ
カ
ラ
、
先
ハ
細
川
相
模
守
清
氏
カ
粗
忽

ノ
軍
シ
テ
、
打
死
セ
シ
ニ
依
也
、

　

こ
こ
で
は
康
安
か
ら
貞
治
へ
と
改
元
し
た
こ
と
か
ら
語
り
は
じ
め
る
が
、「
康
安
ノ
年
号
ハ
不
吉
也
ケ
リ
ト
テ
、
俄
ニ
改
元
ト
ソ
聞
エ
シ
、

誠
ニ
モ
改
元
ニ
ヤ
依
タ
リ
ケ
ン
、
津
国
ノ
敵
和
田
、
楠
ハ
尼
崎
、
西
宮
ヲ
引
テ
、
河
内
国
ヘ
ソ
帰
ケ
ル
」
と
、
和
田
・
楠
勢
が
大
き
な
勝
利

を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
河
内
へ
引
き
返
し
た
こ
と
を
改
元
の
効
果
と
い
い
、
ま
た
、「
宮
方
既
ニ
眉
ヲ
開
ト
見
ヘ
シ
カ
、
程
ナ
ク
国
々
静

ヌ
ル
事
」
と
宮
方
の
世
が
訪
れ
る
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
幕
府
方
に
と
っ
て
平
穏
な
世
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
叙
述
は
諸
本
に

も
あ
る
認
識
だ
が
、
こ
の
後
に
「
北
野
通
夜
物
語
」
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

天
正
本
の
巻
三
十
八
で
は
、
そ
う
し
た
頃
、「
近
曾
日
野
僧
正
頼
意
、
偸
ニ
吉
野
ノ
山
中
ヲ
出
テ
、
聊
宿
願
ノ
事
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
霊
験
ノ
新

ナ
ル
事
ヲ
憑
奉
リ
、
北
野
ノ
聖
廟
ニ
通
夜
シ
侍
リ
シ
ニ
」
と
、
南
朝
に
仕
え
て
い
た
頼
意
僧
正
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い）

11
（

。
諸
本
が

こ
の
三
人
の
政
道
雑
談
を
作
者
の
視
点
で
語
る
の
に
対
し
て
、
天
正
本
は
宮
方
の
人
物
の
視
点
か
ら
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。「
北

野
通
夜
物
語
」
が
置
か
れ
る
位
置
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
天
正
本
は
幕
府
に
と
っ
て
静
謐
が
感
じ
ら
れ
た
時
点
で
、
逆
に
、

宮
方
に
と
っ
て
は
将
来
へ
の
希
望
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
っ
た
時
点
で
、
宮
方
頼
意
の
視
点
か
ら
政
道
雑
談
が
目
撃
さ
れ
た
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
頼
意
は
三
人
の
雑
談
を
聞
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
「
懸
ル
乱
レ
ノ
世
ノ
間
モ
又
静
カ
ナ
ル
事
モ
ヤ
ト
憑
ヲ
残
ス
計
ニ
テ
」

（ 　 ）17
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と
の
感
想
を
抱
い
て
帰
っ
た
と
す
る
。「
憑
ヲ
残
ス
計
ニ
テ
」
の
部
分
は
、
諸
本
の
「
恃
し
く
そ
覚
け
る
」
と
比
べ
る
と
明
ら
か
に
悲
観
的
な

様
子
を
表
し
て
お
り
、
頼
意
は
ま
さ
に
「
期
待
を
残
す
ば
か
り
」
で
帰
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
巻
三
十
七
の
末
尾
で
、

宮
方
に
よ
る
太
平
の
時
代
が
到
来
し
な
か
っ
た
こ
と
を
諸
本
は
明
確
に
述
べ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
宮
方
の
人
物
頼
意
が
、
世
の
治

乱
は
現
世
の
所
為
で
は
な
く
、
前
世
の
因
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
法
師
の
因
果
論
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
巻
三
十
五
以
降
か
ら
こ
の
巻

三
十
八
に
い
た
る
ま
で
、
宮
方
は
幕
府
の
内
紛
に
乗
じ
て
各
地
で
挙
兵
し
、
一
時
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
京
都
を
奪
回
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
奮
闘
を
持
っ
て
し
て
も
世
が
定
ま
ら
な
い
と
い
う
理
を
聞
い
た
頼
意
は
、「
又
静
カ
ナ
ル
事
モ
ヤ
ト
」
と
い
う
期
待
を
述
べ
る
以
上
の

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
頼
意
が
抱
い
た
期
待
と
は
、
将
来
へ
寄
せ
た
期
待
と
い
う
よ
り
も
、
厳
し

い
現
実
認
識
に
基
づ
い
た
、
宮
方
に
と
っ
て
名
ば
か
り
の
期
待
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
　
お
わ
り
に

　

天
正
本
は
「
北
野
通
夜
物
語
」
を
巻
三
十
八
の
位
置
に
置
き
、
諸
本
の
巻
三
十
六
か
ら
三
十
八
ま
で
を
二
巻
に
ま
と
め
て
お
り
、
諸
所
に

簡
略
な
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
天
正
本
に
お
け
る
簡
略
化
さ
れ
た
記
事
は
、
幕
府
よ
り
失
脚
し
て
降
参
し
、
宮
方
に
と
っ
て
は
大
き
な
力
と

な
り
期
待
さ
れ
て
い
た
細
川
清
氏
に
関
す
る
も
の
が
典
型
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼
の
戦
略
や
勇
将
と
し
て
の
様
子
を
描
か
ず
、
そ
の
気
勢
は

諸
本
に
比
し
て
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
幕
府
の
内
紛
の
重
要
な
原
因
を
詳
細
に
扱
っ
て
お
ら
ず
、
幕
府
の
内
訌
の
根
源
を
追
究
し
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
受
け
、
天
正
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
で
三
人
の
政
道
雑
談
を
聞
い
た
宮
方
の
人
物
頼
意
は
「
懸
ル
乱
レ
ノ
世
ノ

間
モ
又
静
カ
ナ
ル
事
モ
ヤ
ト
憑
ヲ
残
ス
計
ニ
テ
」
と
、
も
は
や
宮
方
に
よ
る
太
平
の
世
が
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
と
認
識
し
、
将
来
へ
の
名
ば

か
り
の
期
待
を
寄
せ
る
だ
け
で
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

天
正
本
巻
三
十
八
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
大
き
な
特
徴
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
諸
本
巻
三
十
五
「
北
野
通
夜
物
語
」
と
語
り
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を
行
う
時
点
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
本
は
、
巻
三
十
五
「
山
名
中
国
発
向
事
」
に
続
き
幕
府
政
権
の
内
紛
で
宮
方

が
蜂
起
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
天
正
本
は
巻
三
十
七
「
太
元
與
宋
朝
合
戦
事
」
に
続
き
、
宮
方
の
勢
い
が
大
き
く
後
退
し
た
時
点
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
改
編
の
指
向
は
、
政
道
雑
談
を
目
撃
し
た
人
物
と
し
て
宮
方
の
頼
意
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
も
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

天
正
本
の
「
懸
ル
乱
レ
ノ
世
ノ
間
モ
又
静
カ
ナ
ル
事
モ
ヤ
ト
憑
ヲ
残
ス
計
ニ
テ
」
と
い
う
、
悲
観
的
な
結
び
方
に
は
、
宮
方
の
衰
退
を
宮
方

の
人
物
が
確
認
す
る
点
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
鈴
木
登
美
恵
氏
は
、天
正
本
に
お
い
て
「
南
朝
寄
り
の
立
場
に
立
つ
叙
述
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が）

11
（

、天
正
本
巻
三
十
八
「
北

野
通
夜
物
語
」
を
中
心
に
し
た
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
み
る
と
、
天
正
本
は
、
幕
府
の
内
紛
に
機
を
得
た
宮
方
の
蜂
起
が
失
敗
し
た
歴
史
を
、

諸
本
よ
り
も
厳
し
く
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）	

鈴
木
登
美
恵
「
天
正
本
太
平
記
の
考
察
」（『
中
世
文
学
』
第
十
二
号
、
一
九
六
七
年
）、
同
「
古
態
の
『
太
平
記
』
の
考
察
―
皇
位
継
承
記
事
を
め

ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
学
』
第
三
十
六
巻
、
第
二
号
、
一
九
九
一
年
二
月
号
）
参
照
。

（
２
）	「
北
野
通
夜
物
語
」
の
古
態
と
み
ら
れ
る
神
田
本
で
こ
れ
を
示
す
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
天
正
本
巻
三
十
八
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
に
い

た
る
ま
で
の
記
事
を
検
討
す
る
た
め
、
巻
三
十
五
か
ら
巻
三
十
八
ま
で
の
本
文
を
完
備
す
る
神
宮
徴
古
館
本
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。

（
３
）	

遁
世
者
が
引
く
本
朝
の
故
事
に
関
し
て
は
異
同
が
あ
る
。
神
宮
徴
古
館
本
は
「
民
苦
問
使
事
」「
日
蔵
上
人
事
」「
泰
時
法
談
事
」「
時
頼
廻
国
事
」

「
貞
時
廻
国
事
」「
青
砥
左
衛
門
尉
事
」
を
持
つ
が
、
天
正
本
は
こ
の
う
ち
「
民
苦
問
使
事
」「
日
蔵
上
人
事
」
を
持
た
な
い
。
一
方
、
神
田
本
は
「
時

頼
廻
国
事
」「
青
砥
左
衛
門
尉
事
」
の
み
を
持
ち
、
鈴
木
登
美
恵
「
古
態
の
太
平
記
の
性
格
―
本
文
改
訂
の
面
か
ら
の
考
察
―
」（『
軍
記
と
語
り
物
』

第
九
号
、
一
九
七
二
年
）
は
、
本
朝
・
震
旦
・
天
竺
の
故
事
を
二
話
ず
つ
持
つ
神
田
本
の
か
た
ち
を
、
も
っ
と
も
古
い
か
た
ち
と
み
て
い
る
。

（
４
）	

永
積
安
明
『
続
日
本
古
典
読
本
Ⅴ
太
平
記
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
八
年
）。

（
５
）	

永
積
安
明
『
中
世
文
学
の
展
望
』「
太
平
記
論
」（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
六
年
）。
こ
こ
で
は
、
註
（
４
）
前
掲
書
の
論
述
と
は
相
反
す
る
見
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解
を
み
せ
て
い
る
。
小
秋
元
段
『
太
平
記
・
梅
松
論
の
研
究
』
第
三
章
「
因
果
論
の
位
相
―
巻
三
十
五
「
北
野
通
夜
物
語
」
論
序
説
―
」（
汲
古
書
院
、

二
〇
○
五
年
。
初
出
、
二
〇
○
四
年
）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
両
論
考
が
用
い
た
底
本
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
註
（
４
）
で
は
流
布
本
を
、
註
（
５
）

所
引
論
文
で
は
西
源
院
本
を
使
用
し
て
い
る
。
後
に
、
永
積
は
『
古
典
を
読
む
太
平
記
』（
岩
波
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
八
年
、
初
版
は

一
九
八
四
年
）
に
お
い
て
、
両
本
文
を
取
り
上
げ
、
両
本
と
も
乱
世
が
お
さ
ま
る
こ
と
に
対
し
て
、
不
安
や
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
解
釈
し

て
い
る
。

（
６
）	

長
谷
川
端
『
太
平
記
の
研
究
』
Ⅰ
「
北
野
通
夜
物
語
に
あ
ら
わ
れ
た
政
道
観
」（
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
年
。
初
出
、
一
九
五
九
年
）。

（
７
）	

中
西
達
治
『
太
平
記
論
序
説
』
Ⅰ
「
太
平
記
の
思
想
的
背
景
」（
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
。
初
出
、
一
九
六
八
年
）。

（
８
）	

小
秋
元
段
註
（
５
）
前
掲
論
文
。
ま
た
、
松
尾
葦
江
「
太
平
記
の
意
思
」（『
軍
記
物
語
論
究
』
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
。
初
出
、
一
九
九
四
年
）

は
、「
答
え
を
出
さ
ず
に
潰
え
て
も
潰
え
て
も
意
志
し
続
け
る
こ
と
の
出
来
る
強
さ
だ
」
と
述
べ
、
こ
の
結
語
は
将
来
を
展
望
し
て
い
る
と
は
せ
ず
、

『
太
平
記
』（
作
者
）
の
強
い
「
意
思
」
と
し
て
評
価
し
た
。
こ
の
他
、法
師
が
引
く
仏
教
故
事
に
焦
点
を
当
て
考
察
し
た
論
考
に
、濱
﨑
志
津
子	「
太

平
記
北
野
通
夜
物
語
の
〈
因
果
観
〉
考
―
当
代
批
判
と
の
関
わ
り
―
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
第
二
八
号
、
一
九
九
二
年
）、
増
田
欣
『
中
世
文
藝
比

較
文
学
論
考
』
第
一
章
第
五
節
「「
北
野
通
夜
物
語
」
の
構
造
と
思
想
」（
汲
古
書
院
、
二
○
○
二
年
）、
西
山
美
香
『
武
家
政
権
と
禅
宗
―
夢
窓
疎

石
を
中
心
に
―
』
第
Ⅱ
部
三
章
「『
夢
中
問
答
集
』
に
お
け
る
〈
戦
乱
〉
―
「
釈
迦
氏
滅
亡
説
話
が
支
え
た
も
の
―
」」（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。

初
出
、
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。
ま
た
三
人
の
「
か
ら
か
ら
」
と
い
う
哄
笑
の
考
察
を
行
っ
た
樋
口
大
祐
『「
乱
世
」
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
転
形
期

の
人
と
文
化
』
第
Ⅰ
部
第
８
章
転
形
期
と
ヒ
ュ
ー
モ
ア
「『
太
平
記
』
に
お
け
る
死
・
笑
い
・
永
劫
回
帰
」（
森
話
社
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
、
二
○

○
八
年
）、
三
人
の
議
論
か
ら
『
太
平
記
』
の
「
多
声
的
世
界
」
を
論
じ
た
大
津
雄
一
『
挑
発
す
る
軍
記
』
第
二
部
第
三
章
「『
太
平
記
』
の
知
」（
勉

誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
初
出
、
二
○
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
９
）	

長
坂
成
行
「
太
平
記
巻
三
十
五
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
小
考
」（『
名
古
屋
大
学
軍
記
物
語
研
究
会
報
』
第
三
号
、
一
九
七
四
年
）。

（
10
）	

石
田
洵
『
太
平
記
考
―
時
と
場
と
意
識
』「「
政
道
雑
談
」
の
位
置
―
天
正
本
巻
第
三
十
八
を
中
心
に
―
」（
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
、

二
〇
〇
四
年
）。

（
11
）	

大
坪
亮
介『
南
北
朝
軍
記
物
語
論
』第
一
部
第
一
章「「
北
野
通
夜
物
語
」と
後
醍
醐
天
皇
の
怨
霊
」（
和
泉
書
院
、二
〇
二
〇
年
。
初
出
、二
〇
〇
八
年
）。

な
お
、第
二
部
第
五
章
「
天
正
本
『
太
平
記
』
に
お
け
る
真
言
関
係
記
事
の
増
補
」
は
、天
正
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
に
お
け
る
頼
意
の
増
補
か
ら
、

天
正
本
と
真
言
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
。
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（
12
）大
坪
亮
介
註（
11
）前
掲
書
、第
一
部
第
二
章「「
北
野
通
夜
物
語
」の
構
想
」（
初
出
、二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
、大
森
北
義『『
太
平
記
』の
構
想
と
方
法
』

第
三
章
「『
太
平
記
』
第
三
部
世
界
の
構
想
と
方
法
」（
明
治
書
院
、一
九
八
八
年
）
も
、「
吉
野
御
廟
神
霊
事
」
の
上
北
面
の
言
葉
を
「
北
野
通
夜
物
語
」

の
法
師
が
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
、「〝
亡
霊
〟
に
よ
る
歴
史
展
望
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
」
と
論
じ
た
。

（
13
）
大
森
北
義
註
（
12
）
前
掲
書
は
、
巻
三
十
三
以
降
「『
太
平
記
』
の
「
後
半
」
世
界
の
歴
史
叙
述
を
貫
い
て
い
る
筋
」
は
こ
れ
ら
大
名
達
の
「
没
落

と
敗
亡
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
進
行
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。

（
14
）
中
西
達
治
註
（
５
）
前
掲
書
、
Ⅲ
「
第
三
部
の
構
成
に
つ
い
て
」（
初
出
、
一
九
六
三
年
）。

（
15
）
細
川
清
氏
の
失
脚
記
事
は
異
同
が
多
く
、
諸
本
の
先
後
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
小
秋
元
段
註
（
５
）
前
掲
書
、
第
四
章
「
巻

三
十
六
、
細
川
清
氏
失
脚
記
事
の
再
検
討
」（
初
出
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
畠
山
道
誓
が
謀
叛
に
介
入
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
志
一
上
人
の
発
言
、

義
詮
が
願
書
を
取
り
寄
せ
て
み
る
記
事
を
有
す
る
甲
類
本
の
形
態
を
『
太
平
記
』
本
来
の
姿
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
論
を
批
判
し
、
そ
れ
ら
の
詞
章

を
持
た
な
い
乙
類
本
・
丙
類
本
系
統
が
先
行
す
る
形
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
丙
類
本
系
統
に
属
す
る
天
正
本
の
叙
述
だ
け
に
注
目
す
る

と
、
畠
山
道
誓
も
陰
謀
に
深
く
関
連
が
あ
る
と
は
読
め
ず
、
ま
た
将
軍
を
呪
詛
し
た
と
も
明
確
に
は
読
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
天
正
本
の
記
事
か
ら

清
氏
の
失
脚
譚
を
読
む
と
、
清
氏
は
道
誉
の
讒
に
よ
っ
て
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
、
ほ
ど
な
く
宮
方
へ
降
参
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
よ
り
明
確

に
読
め
る
。

（
16
）
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）
は
、
仁
木
義
長
排
斥
事
件
の
張
本
人
は
畠
山
道
誓
で
は
な
く
、
細
川

清
氏
で
あ
っ
た
と
し
、『
太
平
記
』
の
叙
述
が
事
実
を
伝
え
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
が
、一
方
で
、義
長
が
土
岐
頼
康
、佐
々
木
氏
頼
ら
と
紛
争
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
、
義
長
が
恨
ま
れ
る
根
拠
を
認
め
て
い
る
。

（
17
）
石
田
洵
註
（
10
）
前
掲
書
、「『
太
平
記
』
に
お
け
る
仁
木
義
長
―
「
悪
」
の
記
述
態
度
を
中
心
に
―
」（
初
出
、
一
九
七
九
年
）
は
仁
木
義
長
が
悪

人
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、「
北
野
通
夜
物
語
」
の
展
望
を
結
び
つ
け
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
現
実
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
希
望
に
し
か
過

ぎ
な
い
よ
う
な
楽
観
的
展
望
を
示
す
以
外
に
心
の
処
理
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
論
じ
る
。

（
18
）
小
秋
元
段
「『
太
平
記
』
古
態
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
巻
三
十
八
を
中
心
に
―
」（『
中
世
文
学
』
第
五
十
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
は
没
落
後
の
兄
弟
の

行
動
の
異
同
に
注
目
し
、「
今
川
家
本
の
形
態
こ
そ
怨
霊
の
予
告
に
対
し
、
よ
り
相
応
し
い
対
応
を
み
せ
て
い
る
」
と
述
べ
、
甲
類
本
の
神
宮
徴
古

館
本
の
詞
章
が
後
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い
る
。
た
だ
し
、
天
正
本
は
こ
れ
ら
の
詞
章
と
は
離
れ
て
い
る
。

（
19
）
第
三
節
で
列
挙
し
た
簡
略
記
事
の
な
か
に
は
、
⑥
の
よ
う
に
、
事
件
の
結
果
の
み
を
述
べ
る
タ
イ
プ
の
も
の
も
あ
る
。
⑥
の
巻
三
十
七
「
中
国
西
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国
蜂
起
事
」
に
は
、
諸
本
に
あ
る
越
中
で
挙
兵
し
た
宮
方
桃
井
直
常
の
過
失
に
よ
る
退
却
の
記
事
が
な
く
、「
桃
井
播
磨
守
終
ニ
打
負
テ
、
井
口
城

ニ
引
籠
レ
ハ
、
自
レ
是
北
国
ハ
富
樫
介
ニ
被
レ
挑
、
其
侭
無
為
ニ
為
ニ
ケ
リ
」
と
簡
略
に
北
国
の
情
勢
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。

（
20
）
和
田
琢
磨
『『
太
平
記
』
生
成
と
表
現
世
界
』
第
三
章
第
四
節
「
細
川
頼
之
の
管
領
就
任
記
事
の
位
置
付
け
」（
新
典
社
、
二
〇
一
五
年
。
初
出
、

二
〇
一
一
年
）
は
「
北
野
通
夜
物
語
は
、
世
の
人
々
が
「
唇
竭

ル
ツ
キ

歯
ハ
ス
サ

寒
マ
シ
ク

、
魯ロ

酒シ
ュ

薄
シ
テ

邯
鄲
囲
マ
ル

」
と
い
う
、
も
は
や
現
実
社
会
を
甘
受
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
頃
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
21
）
諸
本
の
「
北
野
通
夜
物
語
」
の
設
定
時
期
に
関
し
て
は
、
巻
三
十
付
近
か
ら
高
ま
る
作
者
の
社
会
問
題
へ
向
け
た
関
心
に
連
関
す
る
と
み
る
長
谷

川
端
註
（
６
）	
前
掲
論
文
、
延
文
五
年
と
の
結
び
つ
き
が
明
確
で
な
い
と
す
る
長
坂
成
行
註
（
９
）
前
掲
論
文
、「
悪
人
」
仁
木
義
長
を
一
典
型
と

し
て
時
代
背
景
に
し
た
と
す
る
石
田
洵
註
（
10
）、
註
（
17
）
前
掲
論
文
に
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。　
　

（
22
）
天
正
本
は
、
巻
三
十
六
「
南
方
宮
方
国
々
敗
北
幷

持
明
院
主
上
自
江
州
武
作
寺
還
幸
」
に
お
い
て
、
宮
方
が
京
か
ら
退
い
た
後
、
北
朝
の
後
光
厳
天

皇
が
還
幸
す
る
記
事
に
増
補
が
あ
る
。
神
宮
徴
古
館
本
が
「
供
奉
の
月
卿
雲
客
は
差
た
る
行
粧
無
か
り
し
か
と
も
、
辻
々
の
警
固
、
隋
兵
の
武
士
、

渡
も
耀
て
そ
見
た
り
け
る
」
と
簡
略
に
述
べ
る
の
に
対
し
て
、「
西
園
寺
亭
エ
環
幸
ナ
ル
、
供
奉
ノ
卿
相
雲
客
ハ
行
粧
モ
無
シ
カ
ト
モ
、
御
警
固
ノ

武
士
共
綾
羅
錦
繍
ヲ
裁
衣
テ
、
金
銀
珠
玉
ヲ
展
タ
レ
ハ
、
…
（
中
略
）
…
誠
ニ
希
代
ノ
壮
観
ナ
リ
」
と
あ
り
、
そ
の
晴
儀
を
詳
述
る
が
、
天
正
本
が

幕
府
の
都
復
帰
後
の
北
朝
天
皇
の
還
幸
に
印
象
付
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

（
23
）
勢
田
道
生
「
頼
意
僧
正
伝
記
考
―
南
朝
参
仕
の
一
僧
侶
歌
人
の
生
涯
―
」（『
詞
林
』
第
四
十
号
、
二
〇
○
六
年
）
は
頼
意
が
南
朝
に
重
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）
長
坂
成
行
註
（
９
）
前
掲
論
文
は
、
実
在
人
物
の
頼
意
を
参
加
さ
せ
、「
政
道
批
判
の
蓋
然
性
を
強
め
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

（
25
）
鈴
木
登
美
恵
註
（
１
）
前
掲
論
文
「
古
態
の
『
太
平
記
』
の
考
察
―
皇
位
継
承
記
事
を
め
ぐ
っ
て
―
」。
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<ABSTRACT>

Perceptions of Reality in Chapter 38 “Discussion of 
Political Matters” of the Tenshōbon Taiheiki: 

A Study of Chapter 35 and After

Lee Janghee

The latter half of the Taiheiki, which recounts the struggle between the 

Northern and Southern Dynasty in Japan, contains a passage entitled Kitano 

Tsūya Monogatari (“The Tale of the Wake in Kitano”) in chapter 35. 

Amongst the various texts of the Taiheiki, which appeared soon after its 

creation, the Tenshō-bon has the most peculiar version of the Kitano Tsūya 

Monogatari, different from all others. Firstly, the Tenshō-bon version differs in 

the moment at which the narration of the Kitano Tsūya Monogatari takes place. 

In the other texts the narration takes place at the time of the uprising of the 

Southern Dynasty due to internal conflicts within the shogunate government, 

following the events of chapter 35, “Yamanaʼs Departure for Cyugoku. But in 

the Tenshō-bon version the narration takes place at a time when the Southern 

Dynasty had lost much of their momentum, following chapter 37, “The Battle 

between the Yuan Dynasty and the Song Dynasty”.

Secondly, other textsʼ chapter 36, 37 and 38 in the Tenshō-bon are 

combined into two chapters, with a number of abridged parts. The abridged 

parts are mostly those concerning Hosokawa Kiyouji, who surrendered 

and was disgraced by the shogunate and was expected to join the Southern 

Dynasty. The Tenshō-bon does not describe his strategy or his bravery as a 

general, and his momentum is weakened in comparison with the other texts. 

It also does not describe in detail the important causes of internal conflicts and 

the roots of internal discord in the shogunate.

Finally, the Tenshō-bon text introduces the character of Hino Shōjo Raii, 
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the Southern Dynasty, as a witness to the discussion of political matters, 

coherently with the other peculiarities mentioned above. In the Tenshō-bon 

text Raii, after listening to the three men's discussion of political matters, 

realises that there will be no peace under the Southern Dynasty rule, and 

leaves with only nominal hopes for the future, saying: “I have only hope for 

the future, that these turbulent times may subside again”. This pessimistic 

conclusion to the Tenshō-bon is significant in that it confirms the decline 

of the Southern Dynasty. From what we have seen so far, the Tenshō-bon 

displays more awareness than other texts of the history of the failure of the 

Southern Dynasty uprising, which took advantage of the internal strife in 

the shogunate.
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